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２．歴史的建造物に関する計画 
 

（１）旧島松駅逓所保存修理計画 

旧島松駅逓所は耐震診断の結果より、十分な耐震性を確保していないことが確認された。建物

の倒壊防止や観覧者の安全を確保するため、今後詳細設計を行った上で耐震補強工事を実施する。 

また、経年劣化による土台や屋根、外壁の老朽化が見られることから、緊急を要する部分につい

ては補修を行い、その他の破損部分については耐震補強工事と合わせて行うこととする。 

防火・防災・防犯対策としては、屋外の対策が不十分であることから、監視カメラや炎感知器

等の設置を検討し、整備を行うこととする。 
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３．公開・活用及びそのための施設に関する計画 
 

（１）展示のコンセプト 

史跡の重層する歴史的価値について、史跡周辺や史跡全体、及び駅逓所の建物などの実物と展

示物を組み合わせて、観覧者の理解を深める空間展示とする。 

 

（２）展示の構成 
 

史跡周辺
を見て 
知り学ぶ 

 

 
史跡全体
を見て 
知り学ぶ 

 
 

建物を
見て 
知り学ぶ 

 

 
展示物を
見て 
知り学ぶ 

１）島松地区と島松駅逓所が置かれた背景 

 古くから交通の要衝であった島松地区の歴史 

 駅逓制度の歴史や島松駅逓所が置かれた背景（札幌本道、恵庭側にあった

島松駅逓所） 

２）駅逓所時代とその後の変遷 

 島松駅逓所の変遷（明治 6 年～16 年、明治 17 年～30 年に設置された要素） 

 駅逓所業務が終わってからの変遷（明治 31 年以降に設置された要素） 

３）建物の構造などから見る島松駅逓所建物の変遷 

 農家建築から一部行在所、駅逓所を経て姿を変えていった旧島松駅逓所 

 建物の構造などからそれらの特徴がしっかりと見て取れるよう、建物を

見せる展示とする。 

４）史跡の要素から見る島松駅逓所の変遷 

 農家建築から一部行在所、駅逓所と姿を変えた建物の変遷 

 地場建材の「島松軟石」と史跡（建物や碑に使われた軟石） 

 駅逓所となる前に中山家に訪れた Ｗ・Ｓ・クラークや明治天皇について 

 地域の方々の心のよりどころとなった行在所神社 
 

５）島松地区と島松駅逓所が置かれた背景 

 駅逓制度の内容、変遷 

 島松の歴史、地形的な特徴 

 北海道の各駅逓所や島松駅逓所が置かれた背景（札幌本道、恵庭側にあった駅

逓所、他駅逓所との位置関係） 

６）中山久蔵の生活や交流から見る人物像と農業の事績 

 久蔵の経歴（出身地や島松へたどり着くまでの生い立ち） 

 久蔵と人々との交流（松本十郎、片岡利和、松林哲五郎、酒勾常明など） 

 久蔵の人物像が見られるエピソード 

 久蔵が取組んだ米作りと現代に続く米作りの精神 
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（３）駅逓所建物内の展示 
 

１）説明を添える建築的価値 

① 中廊下型が多い駅逓所の間取りにあって、座敷（客室）外周部に廊下を配する駅逓所とし

ては、希少な遺構である。 

② 明治 14年に上手の10畳二間の増築と中手東側の8畳と6畳間の改築が行われたことから、

２本の柱が並ぶ。 

③ 屋根裏に明治 14年以前の小屋組みが遺り、建物の後設や改築の痕跡が残されている（通常

は観覧不可）。 

④ 明治の近代化が進む建造物にあって、明治以前（江戸期）の伝統的建具の仕様である「明

り障子付板戸」が用いられている。 

⑤ 南側と西側（道路側）に配する土間部（ニワ）板戸を冬期以外は取り外し、屋外庭園との

一体感を成すため、「土縁」が用いられている。明治期の農家建築である旧中山久蔵宅に土縁

が用いられているのは、漁家・商家建築を除き希少な遺構である。 

   
 

 

  

 

 

図 4-3-1 説明を添える建築的価値の位置図 

③ 

 
⑤  

写真4-3-1 

座敷外周部の廊下 
写真4-3-2 

増改築による２本の柱 

写真4-3-3 

明り障子付板戸 
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２）ゾーニングと展示動線及び展示内容 

駅逓所建物に訪れた観覧者が、史跡の重層する歴史的価値に対して理解を深められるよう、建

物内の展示のゾーニングと動線及び展示内容は以下のものを想定する。また、現在展示している

展示物は以下の展示内容を基に展示物や展示点数を精査し、展示ケースや照明の更新、デジタル

技術を活用した展示方法を導入するなど、観覧者が見やすく理解しやすい展示とする。 

表 4-3-1 ゾーニングと展示動線概要 

 名称 主な展示内容 

 

 

導入エリア ・ 
・ 
・ 
・ 

農家建築から一部行在所、駅逓所と姿を変えた建物の変遷の紹介。 
駅逓所となる前に中山家に訪れた W･S･クラークや明治天皇について。 
地場建材（島松軟石）と史跡の紹介（建物と石碑等）。 
建物内の展示内容の紹介。 

 

 

中山久蔵展
示エリア 

・ 

 

・ 

中山久蔵の経歴（出身地や島松へたどり着くまでの生い立ちなど）や久蔵
が取組んだ米作りと現代に続く米作りの精神（賞状など含む）の紹介。
久蔵と人々との交流（黒田清隆、松本十郎など）久蔵の人物像が見られる
エピソードの紹介。 

 

 

 

駅逓所展示
エリア 

・ 
・ 
 
・ 
・ 
・ 

駅逓制度の内容、変遷の紹介。 
北海道の各駅逓所、その中での旧島松駅逓所の役目（恵庭側にあった駅逓
所など）、札幌本道の紹介。 
天井板を外し、実物と説明板による島松駅逓所建築当初の小屋裏の紹介。
宿場としての再現について要検討。 
建物材の柾や、継ぎ手などは置き場所要検討。 

 

 

行在所展示
エリア 

・ 
・ 
 

明治天皇の行在所となったことの紹介。 
期間限定などで行在所神社の社や賽銭箱の設置による行在所神社の歴史
の紹介。 

※建物内のバリアフリールートについては、地上レベルのエリアを想定し、それ以外の段差等で

車いす等の動線を確保することが難しいエリアについては、パンフレット等の資料の充実や、

ガイドの補助などによるソフト面での対応を検討する。 

図 4-3-2 駅逓所建物内の展示のゾーニング・動線 
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５章 旧島松駅逓所主屋基本設計 

 

１. 建物概要 

 

（１） 建物規模等 

① 延べ床面積 332.759㎡（屋根面積 447.664㎡） 

② 軒高 2.640ｍ、最高の高さ 5.380ｍ 

③ 木造 在来
ざいらい

工法
こうほう

 平屋建て 

④ 基礎 鉄筋コンクリートべた基礎（基礎天端
き そ て ん ば

 自然山石） 

⑤ 主な仕上概要 

屋 根 垂木、野地板
の じ い た

の上、柾葺
まさふき

（サワラ材 長さ30cm、厚さ約5mm、葺
ふき

足
あし

平均4.5cm） 

外 壁 下見板張り胴
どう

縁
ぶち

押え、一部 竪
たて

板
いた

張り目板
め い た

押え 

天 井 野地板表
あらわ

し、板張り竿
さお

縁
ぶち

天井 

内 壁 板張り（突付
つ き つ

け）、壁紙貼り 

 床  板張り、畳敷き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真5-1-1 南西側外観 

写真5-1-2 表ニワ 写真5-1-3 行在所表座敷 
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（２） 建物の構造的特徴 

本建物は図5-1-1に示すように、構造的には大きく３つのゾーンに分かれており、中央の中手

座敷部（明治13年(1880)以前建築）の南側に上手行在所部を増築し、昭和59年(1984)～平成元年

(1989)に下手ダイドコロ部を当初の姿に復原している。但し、昭和59年(1984)からの根本修理時

に基礎は、全体を鉄筋コンクリート造（以降、ＲＣ造）のべた基礎に改修し、床組（土台、大引、

床板）は、後補材
こ う ほ ざ い

に交換されている。 

３つのゾーンの接続部においては、主要な横架材（桁・梁）は強固には連結されておらず、復

原部分も含めて、柱と横架材の接合部に補強金物は使用されていない。また、根本修理の際、多

くの柱で根継ぎが行われ、継手部分は木材の嵌合
かんごう

のみであり補強金物は使用されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大黒柱と大断面梁により構成されている部分 

昭和59～平成2年復原 

（下手ダイドコロ部） 

明治13年以前建築 

（下手ダイドコロ部、中手座敷部） 

明治14年増築 

（上手行在所部） 

図 5-1-1  平面図 
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２. 耐震補強・保存修理基本設計 

史跡旧島松駅逓所の主屋は、耐震診断の結果より十分な耐震性を確保していないことが確認さ

れた。建物の倒壊防止や観覧者の安全性を確保するため、『史跡旧島松駅逓所保存活用計画』及

び『史跡旧島松駅逓所整備基本計画』において耐震補強工事を実施する計画としている。本基本

設計では、耐震診断における補強案を基に耐震補強方法を計画する。 

 

（１） 耐震補強基本設計 

１） 設計方針 

① 意匠性を考慮し、既存壁を構造的に補強し、必要な耐震性能を確保する。 

② 水平面の剛性を確保するための補強を行う。 

③ 構造的には、大きく3つのゾーンに分かれているが、構造的に一体化を図る。 

 

２） 設計内容 

① 既存壁の補強については、既存の壁仕上を取外し、壁内部に構造用合板を新設し耐震補強を

行う。補強位置については、構造計算により求められた位置とする。 

② 水平剛性を高めるため、屋根材の更新に合わせ屋根面に構造用合板を新設し、意匠に影響の

ない耐震補強を行う。 

③ 屋根葺き替え材料については、道産柾材の利用を含めコストや耐候性等について引き続き検

討を行う。また、井戸屋形の屋根も腐朽が著しいため、主屋の葺き替えに合わせ修理する。 

④ 天井仕上がある部分については、小屋裏にて水平ブレースを設置する。 

⑤ 構造的な一体化については、小屋裏部分で金物等を用い各部材を緊結する補強とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 5-2-1  補強位置図 
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図 5-2-2  壁補強詳細図１ 

図 5-2-3  壁補強詳細図２ 
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（２） 保存修理基本設計 

１） 設計方針 

① 屋根材は葺き替え時期が迫っていることから、耐震補強工事に伴い葺き替えを行う。 

② 土台等で腐朽が見られる部分を新補材
し ん ぽ ざ い

に取替える。 

③ 外部建具は、調整を行う。 

④ 小屋裏部材について、劣化が著しい部分のみ新補材に取替える。 

 

２） 設計内容 

① 屋根材の柾葺きは、葺き替えから30年以上経過しており、葺き替え時期が迫っていることか

ら耐震補強工事と同時に屋根の葺き替え工事を行う。また、煙出し屋根、井戸屋形の屋根も

腐朽が著しいことから、葺き替え工事を行う。 

② 土台、水切りについては、部分的に腐朽が見られることから、腐朽部分のみ取り除き、新補

材に取替える。 

③ 外部建具は、開閉に支障のある部分は調整を行う。 

④ 小屋裏の構造部材について、劣化部分は新補材に取替える。一部取替えが難しい部分につい

ては、新補材での補強や金物で接合部の補強を行う。 

⑤ 現状では、柱や壁の下地材について腐朽は認められないが、今後の実施設計や施工時におい

て腐朽等が確認された材料については、新補材に取り替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 5-2-4  保存修理平面図 

土台腐朽部 水切り腐朽部 梁継手のゆるみ（小屋裏部分） 

母屋継手の破損（小屋裏部分）

束の倒れ（小屋裏部分） 

外部建具の調整井戸屋形屋根の腐朽 

煙出し屋根の腐朽
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写真 5-2-2 屋根破損部 写真 5-2-1 屋根全景 

写真 5-2-4 土台腐朽部 写真 5-2-3 煙出し屋根 

写真 5-2-6 梁継手のゆるみ 写真 5-2-5 水切り腐朽部 

写真 5-2-8 束の倒れ 写真 5-2-7 母屋継手の破損 


